
（仮訳） 

ポーランド共和国憲法 

（１９９７年４月２日両院総会採択） 

  我々の祖国の生存と将来を配慮し、１９８９年に祖国の運命につき主権的かつ民主的な決定

の可能性を回復した我々、ポーランド民族、共和国の全ての市民は、真実、正義、善と美徳の根

源である神を信じる者も、この信仰を共有しなくとも、他の根源より由来する普遍的価値を信じ

る者も、ポーランドの共通の福利に対する権利と義務において平等であり、我々の祖先に対しそ

の労働、多大な犠牲によって償われた独立のための戦い、民族のキリスト教的遺産と全人類的価

値に根ざす文化に感謝し、第一及び第二共共和国の最善の伝統を想起し、将来の世代に千年を越

える成果の価値ある全てのものを伝えることを義務とし、世界に離散した我々の同胞との共同体

の結びつきにより団結し、人類家族の福利のため全ての国々との協力の必要性を認識し、我々の

祖国において基本的な自由と人権が侵害された時代の苦渋を忘れず、一貫して市民の諸権利を保

障すること、及び公的機関の活動に誠実と正確を確保することを希求し、神と自らの良心に対す

る責任を自覚し、自由と正義の尊重、諸権力の協力、社会対話に基づき、そして市民とその共同

体の権限の強化を補助するとの原則に基づき、国家のための基本法として、この共和国憲法を制

定する。第三共和国の福利のために、これらの法を適用する者全てに対し、人間の生来の尊厳の

堅持、人間の自由への権利と他の者との連帯の義務に特に配慮して、行うよう訴える。  

  

第１章 

共和国 

第１条 

 ポーランド共和国は、全ての市民の共通の福利である。 

第２条 

 ポーランド共和国は、社会的正義の原則を実現する民主的法治国家である。 

第３条 

 ポーランド共和国は、単一国家である。 

第４条 

１．ポーランド共和国の最高権力は、国民に属する。 



２．国民は、自らの代表を通じ、もしくは直接その権力を行使する。 

第５条 

 ポーランド共和国は、独立と国境の不可侵を監視し、人及び市民の自由と権利並びに市民の安

全を保障し、民族の遺産を守り、均衡成長の原則に従い環境保護を確保する。 

第６条 

１．ポーランド共和国は、ポーランド民族同一性の根源である文化遺産の普及とそれへの平等な

接近、その継続と発展のための条件を整える。 

２．ポーランド共和国は、外国に居住するポーランド人を、民族的文化遺産との繋がりの維持に

つき、支援する。 

第７条 

 公権力機関は、法に基づき、法の範囲内で活動する。 

第８条 

１．憲法は、ポーランド共和国の最高法規である。 

２．憲法の規定は、憲法で別途規定されない限り、直接適用する。 

第９条 

 ポーランド共和国は、ポーランド共和国を拘束する国際法を遵守する。 

第１０条 

１．ポーランド共和国の体制は、立法権、執行権、司法権の分立と均衡に基づく。 

２．立法権は、下院と上院が行使する。執行権は、ポーランド共和国大統領と閣僚会議が行使し、

司法権は、裁判所と法廷が行使する。 

第１１条 

１．ポーランド共和国は、政党の設立と活動の自由を保障する。政党は、国家政策の形成に民主

的方法により影響を与えるため、ポーランド市民の自由意思と平等の原則に基づき、結成される。 

２．政党の財政は、公開である。 



第１２条 

 ポーランド共和国は、市民の諸利益の実現と市民の意見の表明を目的とする労働組合、農民の

職業社会組織、結社、市民運動、その他の自由意思による団体及び基金の設立と活動の自由を保

障する。 

第１３条 

 その綱領において、全体主義的なナチズムやファシズム及び共産主義の活動方法や行動に訴え

る政党、また、その政党の綱領もしくは活動が、人種的もしくは民族的憎悪、もしくは、政権の

獲得もしくは国家の政策への影響のために暴力を行使することを想定もしくは許容しているも

の、あるいはその組織や構成員の秘匿を定める政党並びにその他の組織の存在は、禁ずる。 

第１４条 

 ポーランド共和国は、報道とその他の社会的伝達手段の自由を保障する。 

第１５条 

１．ポーランド共和国の領土区分制度は、公権力の地方分権を保障する。 

２．国家の基本的な領土区分は、社会的、経済的及び文化的紐帯を考慮し、領土区分単位に、公

的任務を執行する能力を確保し、法律で定める。 

第１６条 

１．基本的領土区分単位の住民全員は、法の効力により、自治共同体を構成する。 

２．地方自治は、公権力の行使に参加する。自治体は、法律の範囲内で公務の主要なものにつき

権限を有し、自らの名において、自らの責任により、それを執行する。 

第１７条 

１．法律により、公的利益の範囲においてその利益を保護するために、公的信頼のある職業を営

み、かつこれら職業の適切な営業を保護する者を代表する、職業自治組織を設立することができ

る。 

２．法律により、その他の自治組織も設立できる。かかる自治組織は、営業の自由を侵してはな

らず、また、経済活動を行う自由を制限してはならない。 

第１８条 



 男女の結合としての婚姻、家族、母体及び親権は、ポーランド共和国の保護と庇護の下におか

れる。 

第１９条 

 ポーランド共和国は、独立のために戦った退役軍人、特に戦役身体障害者を特別に保護する。 

第２０条 

 経済活動の自由、私有及び連帯、対話、社会的諸当事者の協力に基づく市場社会経済は、ポー

ランド共和国の経済体制の基本を成す。 

第２１条 

１．ポーランド共和国は、所有と相続権を保障する。 

２．収用は、公共の目的のために行われ、然るべき補償の下にのみ、行うことができる。 

第２２条 

 経済活動の自由に対する制限は、法律に基づき、重要な公的利益の観点からのみ、行うことが

できる。 

第２３条 

 家族農場は、国家の農業制度の基本である。この原則は、第２１条及び第２２条の規定を犯す

ものではない。 

第２４条 

 労働は、ポーランド共和国の保護の下におかれる。国家は、労働実施の条件を監督する。 

第２５条 

１．教会及び信仰団体は、平等の権利を有する。 

２．ポーランド共和国における国家権力は、宗教、思想及び哲学上の確信の問題において、中立

を維持し、公的生活におけるそれらの表現の自由を保障する。 

３．国家と教会及び信仰団体との関係は、各々の自立性の尊重の原則と自らの分野における各自

の相互の独立性の原則に基づき、形成される。 



４．ポーランド共和国とカトリック教会の関係は、ローマ法王庁と締結される国際約束及び法律

で規定する。 

５．ポーランド共和国とその他の教会及び信仰団体との関係は、閣僚会議と然るべき代表との間

で締結された約束に基づき制定された法律で規定する。 

第２６条 

１．ポーランド共和国軍は、独立、領土保全、国境の安全と不可侵を防衛する。 

２．軍は、政治問題において中立を保ち、文民及び民主的な統制に服する。 

第２７条 

 ポーランド共和国における公用語は、ポーランド語である。この規定は、批准された国際約束

より生ずる少数民族の権利を侵害するものではない。 

第２８条 

１．ポーランド共和国の国章は、赤地に王冠を付した白鷲の柄である。 

２．ポーランド共和国の国旗の色は、白と赤である。 

３．ポーランド共和国の国歌は、ドンブロフスキのマズルカである。 

４．ポーランド共和国の国章、色及び国歌は法の保護の下にある。 

第２９条 

 ポーランド共和国の首都は、ワルシャワである。 

  

第２章 

人と市民の自由、権利及び義務 

第３０条 

 生来の剥奪し得ない人間の尊厳は、人と市民の自由及び権利の源である。その尊厳は、不可侵

であり、その尊重と保護は、公権力の義務である。 

第３１条 



１．人間の自由は、法の保護の下におかれる。 

２．何人も、他の者の自由と権利を尊重する義務がある。何人も、法律が命じていないことを、

行うよう強制されない。 

３．憲法上の自由及び権利の享受に対する制限は、法律により定められなければならず、しかも

民主国家における、国家の安全と公共秩序のため、環境、健康及び公共道徳の保護のため、もし

くは他の者の自由と権利のため、不可欠な場合にのみ、制限することができる。この制限は、自

由と権利の本質を侵してはならない。 

第３２条 

１．何人も、法の前に平等である。全ての者は、公権力により平等に扱われる権利を有する。 

２．何人も、政治、社会及び経済生活において、いかなる理由によっても差別されてはならない。 

第３３条 

１．ポーランド共和国における男女は、家族、政治、社会及び経済生活において、平等の権利を

有する。 

２．男女は、教育、雇用及び昇進、同一の仕事に対する同一の報酬、社会保険並びに就任と職務

の遂行及び公的名誉と栄典の受賞への平等な権利を有する。 

第３４条 

１．ポーランド国籍は、ポーランド国民である両親からの出生により取得される。ポーランド国

籍のの取得のその他の場合は、法律で定める。 

２．ポーランド市民は、自ら離脱しない限り、ポーランド国籍を喪失することはない。 

第３５条 

１．ポーランド共和国は、少数民族及び部族に属するポーランド市民に対し、自らの言語の維持

と発展の自由、自らの慣習と伝統の保持の自由、及び文化の発展の自由を、保障する。 

２．少数民族及び部族は、自らの教育、文化施設や宗教的同一性の保持のための施設を設立する

権利、及び文化的同一性に係わる問題の解決に参加する権利を、有する。 

第３６条 

 外国に滞在するポーランド市民は、ポーランド共和国から保護を受ける権利を有する。 



第３７条 

１．ポーランド共和国の権力の下にある者は、憲法で保障される自由と権利を享受する。 

２．外国人に対するこの原則の例外は、法律で定める。 

個人の自由と権利 

第３８条 

 ポーランド共和国は、何人にも生命の法的な保護を保障する。 

第３９条 

 何人も、自由意思により表明された同意なしに、医学を含む学術実験に供さることはない。 

第４０条 

 何人も、拷問、残虐かつ非人道的もしくは侮辱的扱いや刑罰を科せられない。身体刑の適用は、

禁ずる。 

第４１条 

１．何人にも、個人の不可侵及び個人的自由が保障される。自由の剥奪及び制限は、法律に規定

される原則と手続に基づく場合にのみ、行うことができる。 

２．裁判の判決に基づかず自由を剥奪された者は、何人も、この剥奪の法的根拠を直ちに解明す

る目的で裁判所に告訴する権利を有する。自由の剥奪については、直ちに家族もしくは自由を剥

奪された者が指定する者に通報されなければならない。 

３．拘留された者は、何人も、直ちに、しかも拘留された者に理解できる方法で拘留の理由につ

き告知されなければならない。その者は、拘留の時点より４８時間以内に裁判所に身柄を移され

なければならない。裁判所に身柄を移されてから２４時間以内に、罪状と共に一時逮捕に関する

裁判所の決定が手交されない場合は、その者は釈放されなければならない。 

４．自由を剥奪された者は、何人も、人道的な方法により扱われなければならない。 

５．違法に自由を剥奪された者は、何人も、補償を求める権利を有する。 

第４２条 



１．刑事責任には、その行為を行った時の施行法により刑罰が予定されている禁止行為を行った

者のみが問われる。この原則は、その行為の時に国際法により犯罪とされる行為を罰することを

妨げるものではない。 

２．刑事訴訟で起訴されている者は、何人も、訴訟中の全ての段階で弁護を受ける権利を有する。

その者は、特に弁護人を選ぶか、もしくは、法律に規定される原則に基づき官選弁護人を利用す

ることもできる。 

３．その者の有罪が裁判所の確定判決で確定するまでは、何人も、無罪であると推定される。 

第４３条 

 戦争犯罪及び人道に対する犯罪は、時効の対象とはならない。 

第４４条 

 官憲もしくは官憲の依託により行われた犯罪で、政治的な事情により訴追されていない犯罪に

ついては、その政治的な事情が消滅するまでは、時効の経過は、中断される。 

第４５条 

１．何人も、管轄権のある自主、中立かつ独立の裁判所により、正当な理由のない遅滞なく、問

題の公正かつ公開の審理を受ける権利を有する。 

２．公判の非公開は、道徳、国家の安全及び公共秩序の観点並びに当事者の個人的生活の保護の

観点から行われる。判決は、公表される。 

３．当事者の一方は、第一審裁判所の判決を控訴する権利を有する。 

第４６条 

 押収は、法律により規定される場合で、かつ裁判所の確定判決に基づきのみ、行うことができ

る。 

第４７条 

 何人も、個人生活、家族生活、尊厳や名誉の法的保護を求める権利及び自らの個人生活を決定

する権利を有する。 

第４８条 

１．両親は、自らの信条に従い子供を養育する権利を有する。この養育は、子供の成熟度、子供

の良心や信仰及び子供の確信の自由を考慮しなければならない。 



２．親権の制限もしくは剥奪は、法律により規定される場合で、かつ裁判所の確定判決に基づき

のみ、行うことができる。 

第４９条 

 通信の自由と秘密は、保障される。その制限は、法律により規定される場合で、かつ法律で規

定される方法によりのみ、行うことができる。 

第５０条 

 住居の不可侵は、保障される。住居、部屋及び車両の捜索は、法律により規定される場合で、

かつ法律で規定される方法によりのみ、行うことができる。 

第５１条 

１．何人も法律に基づかなければ自らに関する情報の公開を強制されない。 

２．公権力は、民主的法治国家において不可欠なものを除き、市民に関するその他の情報を取得、

収集し、閲覧に供してはならない。 

３．何人も自らに係わる公的文書及び資料を閲覧する権利を有する。 

４．何人も虚偽もしくは不完全な情報、又は違法に収集された情報の訂正もしくは削除を要求す

る権利を有する。 

５．情報の収集及び閲覧の原則及び手続は、法律で定める。 

第５２条 

１．何人にも、ポーランド共和国の領土を移動する自由及び住居と滞在場所の選択の自由を保障

する。 

２．何人も、ポーランド共和国を自由に出国できる。 

３．１項及び２項にいう自由は、法律に規定される制限により規制される。 

４．ポーランド市民を国外に追放したり、帰国を禁止してはならない。 

５．ポーランドの出自が法律に従い確認された者は、ポーランド共和国に永続的に居住すること

ができる。 

第５３条 



１．何人にも、良心と宗教の自由が保障される。 

２．宗教の自由とは、自らの選択による信仰もしくは宗教の受容の自由と個別にもしくは他の者

と共に、公的もしくは私的に礼拝、祈祷、儀式に参加し、それを行い、布教を通じ自らの宗教を

外部に表明する自由をいう。宗教の自由は、さらに信者の必要に応じ聖堂及びその他の礼拝の場

所を保有すること、並びにその居場所で宗教上の助けを利用する権利を意味する。 

３．両親は、子供に対し自らの良心に従い道徳及び宗教上の教育及び学習を確保する権利を有す

る。第４８条１項の規定が然るべく適用される。 

４．法的にその地位が規定されている教会及びその他の信仰団体の宗教は、学校での学習の対象

とすることができる。 

その際、他の者の宗教及び良心の自由を侵してはならない。 

５．宗教の外部的表現の自由は、法律によりのみ、しかも国家の安全、公共秩序の確保、健康及

び道徳の保護もしくは、他の者の自由と権利の保護に不可欠な場合にのみ、制限されることがで

きる。 

６．何人も、宗教上の行事に参加すること、もしくは参加しないことを強制されない。 

７．何人も、公権力機関により自らの思想、宗教的確信及び信仰を明らかにすることを義務づけ

られない。 

第５４条 

１．何人にも、その思想の表現の自由及び情報の取得と流布の自由が保障される。 

２．社会的伝達手段の予防的検閲及び報道の認可制は、禁ずる。法律は、ラジオ及びテレビ局の

営業のための事前認可取得の義務を定めることができる。 

第５５条 

１．ポーランド市民の外国への犯罪人引渡しは、禁ずる。 

２．暴力の行使を伴わない政治的な理由による犯罪の容疑者の引渡は、禁ずる。 

３．外国への犯罪人の引渡の許可に関しては、裁判所がこれにつき判決を下す。 

第５６条 

１．外国人は、ポーランド共和国において、法律に規定される原則に基づき庇護の権利を享受す

る。 



２．ポーランド共和国においては、迫害から保護を求める外国人に対し、ポーランド共和国が締

結する国際条約に従い難民の地位を付与することができる。 

政治的自由と権利 

第５７条 

 何人にも、平和的集会の組織の自由とそれに参加する自由が保障される。この自由の制限は、

法律が定める。 

第５８条 

１．何人にも結社の自由を保障する。 

２．その目的もしくは活動が憲法もしくは法律に違反する結社は、禁止される。かかる結社の登

録の禁止もしくは活動の禁止については、裁判所が判決する。 

３．裁判所の登録を必要とする結社の種類とその登録手続及びかかる結社に対する監督の形式は、

法律で定める。 

第５９条 

１．労働組合、農民の社会職業組織及び雇用者団体における団結の自由を保障する。 

２．労働組合及び雇用者とその組織は、特に集団争議の解決のために交渉し、労働集団協約及び

その他の合意を締結する権利を有する。 

３．労働組合には、従業員ストライキの権利と法律の定める範囲内におけるその他の抗議活動の

権利が認められる。公共の福祉の観点から法律は、ストライキの実施を制限し、一定の範疇の従

業員との関係で、もしくは特定の分野において、ストライキを禁止することができる。 

４．労働組合及び雇用者組織における団結の自由並びにその他の労働組合の自由の範囲は、ポー

ランド共和国が締結している国際約束により許容される範囲でのみ、法律の制限により拘束され

ることがある。 

第６０条 

 公的権利を完全に享受するポーランド市民は、同一の原則の下で公的役務を享受する権利を有

する。 

第６１条 



１．市民は、公権力機関及び公的役職にある者の活動に関する情報を取得する権利がある。この

権利は、経済自治団体及び職業自治機関の活動、さらに公権力の任務を遂行し、共同体の財産も

しくは国庫の財産を運営する範囲においてその他の者及び組織団体の活動に関する情報の取得

の権利も含む。 

２．情報取得の権利は、普通選挙で選ばれた公権力の合議制機関の文書の閲覧及び録音及び撮影

の可能性を伴うかかる機関の本会議への入場を含む。 

３．１項及び２項にいう権利の制限は、法律に規定される他の者及び経済主体の自由と権利の保

護及び公共秩序、安全の確保もしくは国家の重要な経済利益の観点のみより、行うことができる。 

４．１項及び２項にいう情報提供の手続は、法律で定めるが、下院及び上院のそれについては、

それぞれの規則が定める。 

第６２条 

１．ポーランド市民は、遅くとも投票の日に１８歳以上の者であれば、住民投票へ参加する権利

並びに大統領、下院上院両議員及び地方自治機関への代表のそれぞれの選挙権を有する。 

２．住民投票への参加の権利及び選挙権は、裁判所の確定判決により法律行為が禁止され、もし

くは公民権あるいは選挙権が剥奪されている者には、付与されない。 

第６３条 

 何人も、公益、自らの利益、もしくはその者の同意に基づく他の者の利益において、公権力機

関及び公共行政の範囲で委任された任務の遂行との関係において社会組織もしくは機関に対し、

請願、要請及び苦情を申し出る権利を有する。 

経済的、社会的及び文化的自由と権利 

第６４条 

１．何人も、所有権、その他の財産権及び相続権を有する。 

２．所有、その他の財産権及び相続権は、全ての者にとり平等な法的保護のもとにおかれる。 

３．所有は、法律により所有権の本質を侵害しない範囲においてのみ、制限することができる。 

第６５条 

１．何人にも、職業の選択と就労の自由及び職場の選択の自由が保障される。例外は、法律で定

める。 



２．労働の義務は、法律によりのみ課すことができる。 

３．１６歳未満の子供の常勤雇用は禁止される。雇用許可の形式と性格は、法律で定める。 

４．労働に対する賃金の最低額もしくはその額の決定方法は、法律で定める。 

５．公権力は、斡旋及び職業訓練並びに公共労働及び斡旋事務の主催や支援を含む失業対策の実

施により、完全かつ生産性のある雇用を目指す政策を遂行する。 

第６６条 

１．何人も、安全かつ衛生な労働環境を享受する権利を有する。この権利の実現のための方法及

び雇用者の義務は、法律で定める。 

２．従業員は、法律に規定される休日及び毎年の有給休暇の権利を有する。労働時間の最大限度

は、法律で定める。 

第６７条 

１．市民は、病気、身体障害による就労不能の場合及び退職年齢に達した後、社会保険の受給の

権利を有する。社会保険の範囲及び形態は、法律で定める。 

２．自らの意思によらず就労の機会がなく及びその他の生活維持手段を持たない市民は、社会保

険の受給の権利を有する。この権利の範囲及び形態は、法律で定める。 

第６８条 

１．何人も健康保護のための権利を有する。 

２．市民には、市民の生活状況に係わらず、公的資金により賄われる基本的な保健の享受が保障

される。役務の給付の条件は、法律で定める。 

３．公権力には、子供、妊娠中の女性、身体障害者及び老人に対する保健の確保が義務づけられ

る。 

４．公権力には、伝染病対策及び健康にとり好ましくない環境破壊の影響の防止が義務づけられ

る。 

５．公権力は、特に青少年における、体育の発展を支援する。 

第６９条 



身体障害者には、公権力は、法律に従い、生存の確保、職業訓練及び社会交流における支援を行

う。 

第７０条 

１．何人も、教育を受ける権利を有する。１８歳まで教育は、義務である。学校義務教育の実施

方法は、法律で定める。 

２．公立学校における教育は、無料である。法律は、公立大学によるいくつかの教育役務の提供

を有料とすることができる。 

３．両親は、自らの子供のために公立学校以外の他の学校を選択する自由を有する。市民及び組

織は、 

小学校、小学校以上の学校、大学及び養育所を設立する権利を有する。公立でない学校の設立及

び活動及びそれに対する公権力の資金供与の条件、さらに学校及び養育所に対する教育内容の監

督の原則は、法律で定める。 

４．公権力は、市民に普通かつ平等に教育を受けることを保障する。この目的のために生徒及び

学生のための資金的及び組織的な個別の援助制度を設け、支援する。援助の供与の条件は、法律

で定める。 

第７１条 

１．国家は、社会政策及び経済政策において家族の福利を考慮する。困難な生活状況にある家族、

特に子供の多い家族は、公権力より特別の援助を受ける権利を有する。 

２．出産前及び出産後の母親は、公権力より特別の援助を受ける権利を有し、その範囲は、法律

で定める。 

第７２条 

１．ポーランド共和国は、児童の諸権利の保護を保障する。何人も、公権力機関に対し暴力、残

虐、搾取及び道徳的退廃から児童を守ることを要求する権利を有する。 

２．両親の介護を奪われた児童は、公権力の庇護と援助を受ける権利を有する。 

３．児童の権利の決定に際し、公権力機関及び児童に対し責任を負う者は、子供の意見を聴取し、

可能な限りその意見を配慮する義務を有する。 

４．法律は、児童権利擁護官の権限と任命方法を定める。 



第７３条 

 何人にも、芸術的創造と学術調査の自由及びそれら結果を公表する自由並びに教授の自由、文

化遺産の利用の自由が保障される。 

第７４条 

１．公権力は、現在及び将来の世代に自然環境上の安全を確保する政策を実施する。 

２．環境保護は、公権力の義務である。 

３．何人も環境の状態及び環境保護に関する情報を取得する権利を有する。 

４．公権力は、環境保護及び環境状態の改善のための市民の活動を支援する。 

第７５条 

１．公権力は、市民の住宅の必要性を満たすのに資する政策を実施し、特に無宿対策を講じ、社

会的建設事業を支援し、市民の自らの住宅獲得のための活動を支持する。 

２．居住者の権利の保護は、法律で定める。 

第７６条 

 公権力は、健康、私生活及び安全を害する活動並びに市場の不当行為から、消費者、利用者及

び賃借人を保護する。この保護の範囲は、法律で定める。 

自由と権利の保護手段 

第７７条 

１．何人も、公権力機関の違法な活動により生じた損害の補償を受ける権利を有する。 

２．法律は、何人にも、その侵害された自由と権利の捜査のため裁判を受ける権利を侵してはな

らない。 

第７８条 

当事者のいずれも第一審で下された判決や決定を控訴する権利を有する。 

第７９条 



１．憲法上の自由及び権利が侵害された者は、何人も法律に規定される原則に基づき、裁判所も

しくは公共行政機関が、憲法で規定されているその者の自由、権利もしくは義務に関し最終的に

決定を下した根拠となった法律もしくはその他の法規と憲法との適合性に関し、憲法法廷に不服

申し立てを行う権利を有する。 

２．１項の規定は、第５６条に規定される権利には適用されない。 

第８０条 

 何人も、法律に規定される原則に基づき人権擁護官に対し公権力機関により侵害された自らの

自由もしくは権利の保護のために援助を要請する権利を有する。 

第８１条 

 第６５条４項及び５項、第６６条、第６９条、第７１条から第７４条から第７６条に規定され

る権利は、法律に規定される範囲において追求することができる。 

義務 

第８２条 

 ポーランド共和国に対する奉仕と忠誠及びその共通の福利に対する配慮は、ポーランド市民の

義務である。 

第８３条 

 何人もポーランド共和国の法律を遵守する義務がある。  

第８４条 

 何人も法律に規定される租税を含む社会的負担及び役務を担う義務がある。 

第８５条 

１．祖国の防衛は、ポーランド市民の義務である。 

２．兵役の義務の原則は、法律で定める。 

３．宗教的確信もしくは信ずる道徳上の原則により兵役の履行を許されない者に対しては、法律

に規定される原則に基づき、代替役務を義務づけることができる。 

第８６条 



 何人も環境状態を配慮する義務があり、自らの責任で招いた環境の悪化に対し責任を負う義務

がある。この責任の原則は、法律で定める。 

  

第３章 

法 源 

第８７条 

１．憲法、法律、批准された国際約束及び政令が、ポーランド共和国の一般的拘束力のある法源

である。 

２．それを制定した機関の活動領域においては条例が、ポーランド共和国の一般的拘束力のある

法源である。 

第８８条 

１．法律、政令及び条例の発効のための条件は、その公布である。 

２．法規の公布の原則及び手続は、法律で定める。 

３．法律による事前の承認に基づき批准された国際約束は、法律と同じ手続で公布される。その

他の国際約束の公布の原則は、法律で定める。 

第８９条 

１．ポーランド共和国による国際約束の批准及びその破棄は、その国際約束が次のことに係わる

場合は、法律による事前の承認を必要とする。 

１）和平、同盟、政治協定及び軍事協定 

２）憲法に規定される市民の自由、権利及び義務 

３）ポーランド共和国の国際機関への加盟 

４）国家への相当な財政的負担 

５）法律により規定されている事項、もしくは憲法が法律を要求している事項 

２．法律による承認を必要としない国際約束については、首相が、その国際約束の批准のため大

統領へ提出する計画につき、下院に通報する。 



３．国際約束の締結、批准及び破棄の原則及び手続は、法律で定める。 

第９０条 

１．ポーランド共和国は、国際約束に基づき、国際組織もしくは国際機関に、いくつかの事項に

つき国家権力機関の権限を移譲することができる。 

２．１項にいう国際約束の批准を承認する法律は、下院により下院議員の定数の過半数の出席の

下で３分の２の多数により、及び上院により上院議員の定数の過半数の出席の下で３分の２の多

数により、決議される。 

３．かかる国際約束への批准の承認は、第１２５条の規定に従い国民投票において決議すること

もできる。 

４．批准の承認の手続きの選択に関する決定は、下院が下院の定数の過半数の出席の下で過半数

以上の賛成により行う。 

第９１条 

１．批准された国際約束は、それがポーランド共和国官報に公布された後は、国内の法秩序の一

部をなし、その適用が法律の制定に依存する場合を除き、直接適用される。 

２．法律による事前の承認に基づき批准された国際約束は、これが法律と一致しない場合は、法

律に優先する。 

３．国内法との不一致がポーランド共和国により批准された国際組織の設立を規定する国際約束

より生じた場合、その国際約束により制定された法が直接適用され、法律と齟齬をきたす場合は、

それに優先する。 

第９２条 

１．政令は、憲法で指定された機関により、法律による特定の委任に基づき、法律の施行の目的

のために制定される。委任は、政令を制定する管轄機関及び規定に委任される問題の範囲並びに

行為の内容に関する指針を定めたものでなければならない。 

２．政令の制定を委任された機関は、１項にいう権限をその他の機関に移管してはならない。 

第９３条 

１．閣僚会議の決議及び首相と閣僚の命令は、内規に関するものであり、かかる法規を制定する

機関に組織的に従属する組織を拘束する。 



２．命令は、法律に基づいてのみ制定される。命令は、市民、法人及びその他の主体に対する決

定の根拠とはならない。 

３．決議と命令は、一般的拘束力のある法との適合性につき審査に服する。 

第９４条 

 地方自治機関及び地方政府行政機関は、法律の委任に基づき、委任の範囲において、その機関

の活動領域における拘束力のある条例を定める。条例の制定の原則と手続は、法律で定める。 

  

第４章 

下院と上院 

第９５条 

１．ポーランド共和国の立法権は、下院と上院が、行使する。 

２．下院は、憲法と法律により規定される範囲において、閣僚会議の活動を監督する。 

選挙と任期 

第９６条 

１．下院は、４６０人の下院議員で組織する。 

２．下院の選挙は、普通、平等、直接及び比例代表制であり、秘密投票により行われる。 

第９７条 

１．上院は、１００人の上院議員で組織する。 

２．上院の選挙は、普通、直接であり、秘密投票により行われる。 

第９８条 

１．下院と上院は、４年の任期で選ばれる。下院と上院の任期は、下院の最初の本会議召集の日

から始まり、次の任期の下院の召集の日の前日まで継続する。 



２．下院と上院の選挙は、大統領が、下院と上院の任期の開始から４年を経過する日以前の９０

日以内に、下院と上院の任期の開始の時から４年を経過する日以前の３０日以内の休日に選挙を

指定し、布告する。 

３．下院は、定数の３分の２以上の多数により可決された決議により任期を短縮することができ

る。下院の任期の短縮は、同時に上院の任期の短縮を意味する。５項の規定が然るべく適用され

る。 

４．大統領は、下院議長及び上院議長の意見を聴取した後に、憲法で規定される場合に下院の任

期の短縮を布告できる。下院の任期の短縮に伴い上院の任期も同じく短縮される。 

５．大統領は、下院の任期の短縮を布告する際、同時に下院と上院の選挙を布告し、その選挙日

を大統領の下院の任期短縮の布告公示の日から４５日の間の日に定める。大統領は、新たに選ば

れた下院の最初の本会議を、選挙実施の日から１５日以内に召集する。 

６．下院の任期の短縮の場合、１項の規定が然るべく適用される。 

第９９条 

１．下院には、選挙権を有するポーランド市民で選挙の日に２１歳以上のものを選ぶことができ

る。２．上院には、選挙権を有するポーランド市民で選挙の日に３０歳以上のものを選ぶことが

できる。第１００条 

１．下院議員及び上院議員の候補者は、政党もしくは選挙民が届け出ることができる。 

２．下院と上院に同時に立候補することはできない。 

３．立候補者の届け出と選挙実施の原則及び手続並びに選挙の有効の条件は、法律で定める。 

第１０１条 

１．下院と上院の選挙の効力については、最高裁判所が確認する。 

２．選挙人は、法律に規定される原則に基づき選挙の効力につき最高裁判所へ異議の申し立てを 

行う権利を有する。 

下院議員と上院議員 

第１０２条 

 同時に下院議員と上院議員たることはできない。 



第１０３条 

１．下院議員の職は、ポーランド国立銀行総裁、最高監査院長、人権擁護官、児童権利擁護官及

びそれらの代理、通貨政策評議会委員、全国テレビ・ラジオ評議会委員及び大使並びに下院事務

局、上院事務局、大統領府の職及び政府行政職と兼務してはならない。この兼職禁止は、閣僚会

議の構成員及び政府行政の次官には適用されない。 

２．裁判官、検察官、公務員、兵役中の兵士、警察官及び国家保安機関の官憲は、下院議員の職

を遂行することはできない。 

３．下院議員の職とその他の公的役職の兼職禁止及び下院議員の職務遂行禁止については、法律

で定める。 

第１０４条 

１．下院議員は、国民の代表者である。選挙人の指示は、下院議員を拘束しない。 

２．下院議員は、下院議員の職務の遂行を開始する前に、下院に対し次の宣誓を行う。 

「国民に対する義務を良心に従い誠実に果たし、国家の主権と利益を守り、祖国の繁栄と市民の

福祉のためにあらゆることを行い、ポーランド共和国の憲法及びその他の法律を遵守することを

厳粛に宣誓する。」 宣誓は、「神の御加護があらんことを」という文書を付け加え行われても

よい。 

３．宣誓の拒否は、職務の棄権とみなす。 

第１０５条 

１．下院議員は、下院議員の職務の遂行期間中も職務の終了後も下院議員の職務の遂行の範囲に

おける自らの活動につき責任を問われない。かかる活動につき下院議員は、唯一下院に対しての

み責任を問われ、第三者の権利を侵害した場合は、下院の承認にのみ基づき司法責任を問われる

ことがありうる。 

２．選挙結果の告示の日から下院議員の職務の終了の日まで下院議員は、下院の承認なしに刑事

責任を問われることはない。 

３．選挙日前に下院議員に選ばれた者に対して開始された刑事手続は、下院の要請により職務の

終了まで中止される。かかる場合、その期間刑事手続における時効の経過も停止される。 

４．下院議員は、自らに対する刑事責任の追求に対し同意を表明することができる。かかる場合、

２項及び３項の規定は、適用されない。 



５．下院議員は、犯罪の現行犯の拘束でその拘束が適正な手続の進行の確保に不可欠な場合を除

き、下院の承認なく拘束もしくは逮捕されてはならない。拘束については直ちに下院議長に報告

し、下院議長は、拘束された者の即時釈放を命ずることができる。 

６．下院議員の刑事責任の追及の詳しい原則及び訴訟手続の手順は、法律で定める。 

第１０６条 

 下院議員の義務の効果的遂行のために不可欠な条件及び職の遂行より生ずる権利の保護につ

いては、法律で定める。 

第１０７条 

１．法律で規定される範囲において下院議員は、国庫もしくは自治体の財産からの利益の獲得を

伴う経済活動を行ってはならず、またその財産を取得してはならない。 

２．１項にいう禁止の違反に対し下院議員は、下院議長の要請により行われた下院の決議により、

国家法廷で責任を問われる。国家法廷は、この件において議員の職の剥奪を判決する。 

第１０８条 

上院議員に対し第１０３条から１０７条が然るべく適用される。 

組織と活動 

第１０９条 

１．下院と上院は、本会議で審議する。 

２．下院及び上院の最初の本会議は、大統領が、第９８条３項及び５項に規定される場合を除き、

選挙の日から３０日以内の日に召集する。 

第１１０条 

１．下院は、下院議員の中から下院議長及び下院副議長を選出する。 

２．下院議長は、下院の審議を司り、下院の権利を擁護し、下院を対外的に代表する。 

３．下院は、常設委員会を設置する。また、特別委員会を設けることもできる。 

第１１１条 

１．下院は、特定の問題の調査のために調査委員会を設けることができる。 



２．調査委員会の活動手続は、法律で定める。 

第１１２条 

 下院の内部組織と作業順序及びその機関の設置手続と活動並びに下院に対する国家機関の憲

法上及び法律上の義務の遂行方法は、下院により決議された下院規則で定める。 

第１１３条 

 下院の本会議は、公開である。国家の福利のため必要な場合は、下院は、下院の定数の過半数

の出席の下で、過半数以上の賛成により審議の非公開を決議できる。 

第１１４条 

１．憲法に規定される場合、下院と上院は、下院議長の議長の下で、上院議長を議長代理とし、

両院総会として活動することができる。 

２．両院総会は、自らの規則を決議する。 

第１１５条 

１．首相及び閣僚会議のその他の構成員は、下院議員の解釈及び質問に２１日以内に回答しなけ

ればならない。 

２．首相及び閣僚会議のその他の構成員は、下院のそれぞれの本会議において現下の問題につき

回答する義務がある。 

第１１６条 

１．下院は、ポーランド共和国の名において戦争状態と平和の締結につき決定する。 

２．下院は、ポーランド共和国への武力攻撃の場合もしくは国際約束から攻撃に対する共同防衛

の義務が生ずる場合にのみ、戦争状態の決議を行うことができる。下院が本会議により召集でき

ない場合は、大統領が、戦争状態を決定する。 

第１１７条 

 ポーランド共和国外での軍の使用の原則は、批准された国際約束及び法律で定める。ポーラン

ド共和国領土における外国軍の滞在の原則及びその領土内の移動の原則は、批准された国際約束

及び法律で定める。 

第１１８条 



１．法律発案権は、下院議員、上院議員、大統領及び閣僚会議に属する。 

２．法律発案権は、下院の選挙権を有する少なくとも１００，０００人の市民の集団にも属する。 

この件に関する手続方法は、法律で定める。 

３．下院に法律案を提出する発案者は、その法律の実施による財政的影響を提示する。 

第１１９条 

１．下院は、法案を三回の読会において審議する。 

２．下院による審議中の法律案への修正提案権は、法律案の発案者、下院議員及び閣僚会議に属

する。 

３．下院議長は、事前に委員会に提示されなかった修正については、投票に付すことを拒否する

ことができる。 

４．発案者は、下院で立法手続中の法案を第二読会終了以前までならば、撤回することができる。 

第１２０条 

 下院は、法律を下院の定数の過半数の出席の下で賛成多数により決議する。ただし憲法が他の

多数決を定めている場合は、この限りではない。法律もしくは下院決議が別途定めていなければ、

同じ手続で下院は、決議を採択する。 

第１２１条 

１．下院により決議された法律は、下院議長が上院に送付する。 

２．上院は、法律の送られた日から３０日以内に修正なしにその法律を承認するか、修正を決議

するか、もしくは法律全体を否決できる。上院が、法律の送られた日から３０日以内に然るべき

決議を行わない場合、法律は、下院により決議された文言で決議されたものと見なす。 

３．上院の法律の否決もしくは修正を提案する決議は、下院がその決議を下院議員の定数の過半

数の出席の下で過半数以上の賛成により否決しなければ、承認されたものと見なす。 

第１２２条 

１．第１２１条に規定される手続の終了後下院議長は、決議された法律を大統領に署名のために

提出する。 



２．大統領は、提出の日から２１日以内に法律に署名し、法律のポーランド共和国官報への公布

を命ずる。 

３．法律の署名前に大統領は、憲法法廷に法律の憲法との適合性に関し要請をすることができる。

大統領は、憲法法廷が憲法と適合していると認めた法律の署名を拒否することはできない。 

４．大統領は、憲法法廷が憲法に適合していないと認めた法律の署名を拒否する。ただし、憲法

との不適合性が法律の特定の規定に関わり、しかも憲法法廷がその規定を法律全体と不可分の一

体であると認めない場合、大統領は、下院議長の意見を聴取した後、憲法と不適合とされた規則

を除いた法律に署名するか、不適合性の削除のために法律を下院に差し戻す。 

５．大統領が３項の手続により憲法法廷に要請を行わない場合、理由説明を付し法律を下院に再

び審議をするよう差し戻すことができる。下院議員の定数の過半数の出席の下で５分の３の多数

による下院による法律の再決議の後、大統領は、７日以内に署名し、法律のポーランド共和国官

報への公布を命ずる。下院による法律の再決議の場合、大統領には、３項の手続による憲法法廷

への要請権は認められない。 

６．大統領による、法律の憲法との適合性に関する憲法法廷への要請、もしくは下院への法律の

再審議の要請は、２項にいう法律の署名のための期限の経過を停止させる。 

第１２３条 

１．閣僚会議は、閣僚会議により決議された法案を、緊急処理案件とすることができる。但し、

課税関連法、大統領、下院及び上院の選挙法、地方自治機関関連法、公権力の体制及び管轄を規

制する法律並びに主要法典の法案は、かかる案件とすることはできない。 

２．下院規則及び上院規則は、緊急法案に関する立法手続を別途定める。 

３．緊急と認められた法案に関する手続においては、上院による法案の審議の期限は、１４日で

あり、大統領による法律の署名の期限は、７日である。 

第１２４条 

 上院には、第１１０条、第１１２条、第１１３条及び第１２０条の規定が然るべく適用される。 

  

国民投票 

第１２５条 

１．国家にとり特に重要な問題においては国民投票を実施することができる。 



２．国民投票は、下院が、下院の定数の過半数の出席の下で過半数以上の賛成により、もしくは、

大統領が上院の定数の過半数の出席の下で過半数以上の賛成による承認に基づき、布告する権利

を有する。 

３．国民投票は、投票権を有する者の過半数が参加した場合に、その結果は拘束力がある。 

４．国民投票及び第２３５条６項の住民投票の効力は、最高裁判所が確認する。 

５．住民投票の実施の原則及び手続は、法律で定める。 

  

第５章 

ポーランド共和国大統領 

第１２６条 

１．大統領は、ポーランド共和国の最高の代表者であり、国権の継続性の保証人である。 

２．大統領は、憲法の遵守を監視し、国家の主権と安全及び領土の不可侵と不可分を監視する。 

３．大統領は、憲法及び法律で規定される範囲と原則に基づきその任務を遂行する。 

第１２７条 

１．大統領は、国民により普通、平等、直接選挙において秘密投票により選ばれる。 

２．大統領は、５年の任期で選ばれ、１回だけ再選することができる。 

３．大統領には、遅くとも選挙の日に３５歳以上で下院への被選挙権を完全に享受するポーラン

ド市民が選ばれることができる。下院の選挙権を有する少なくとも１００，０００人の市民の集

団が候補者を届け出ることができる。 

４．大統領には、有効投票の過半数以上を獲得した候補者が選ばれる。いかなる候補者も必要な

多数を獲得しない場合は、最初の投票の日の１４日後に再び投票が行われる。 

５．二度目の投票においては、最初の投票で最も多くの投票を獲得した上位二人の候補者の間で

選挙が行われる。この二人の候補者のいずれかが候補への同意を取り下げたり、被選挙権を喪失

したり、もしくは、死亡した場合は、その候補者の二度目の投票における選挙への資格は、最初

の投票において次に最大の投票数を獲得した候補者に与えられる。かかる場合は、二度目の投票

日は、さらに１４日延期される。 



６．大統領には、二度目の投票でより多くの投票を獲得した候補者が選ばれる。 

７．大統領の候補者の届け出と選挙の実施の原則と方法及び選挙の有効の条件は、法律が定める。 

第１２８条 

１．大統領の任期は、就任の日から始まる。 

２．大統領選挙は、下院議長が、現職大統領の任期の満了前の１００日以内７５日以前に布告し、

大統領の空席の場合は、大統領職の空席の日の１４日以内に布告し、選挙の布告の日より６０日

以内の休日に選挙日を指定する。 

第１２９条 

１．大統領の選挙の有効性は、最高裁判所が確認する。 

２．選挙人は、法律に規定される原則に基づき大統領の選挙の効力に対し最高裁判所への異議申

し立ての権利を有する。 

３．大統領の選挙の無効が確認された場合、第１２８条２項において大統領の空席の場合のため

に予定されている原則に基づき新たな選挙が行われる。 

第１３０条 

 大統領は、両院総会の前で次の宣誓を行い就任する。 

「国民の意思によりポーランド大統領に就任するに際し、憲法の諸規定に忠実に従い、国民の尊

厳、国家の独立と安全を守り、祖国の福祉と市民の繁栄が自分にとり絶えず最高の命令であるこ

とを厳粛に誓う。」宣誓は、「神の御加護があらんことを」という文書を付け加えて行われても

よい。 

第１３１条 

１．大統領が、一時的に職務を遂行できない場合は、下院議長に通報し、下院議長は、暫定的に

大統領の義務を遂行する。大統領が職務遂行不能を下院議長に通報できない状態にある場合は、

大統領による職務遂行における支障の確認については、下院議長の要請により憲法法廷が決定す

る。大統領による職務遂行の一時的不能が認められた場合は、憲法法廷は、下院議長に大統領の

義務の一時的遂行を委任する。 

２．次の場合、下院議長は、一時的に新たな大統領の選挙まで、大統領の義務を遂行する。 

１）大統領の死亡 



２）大統領による職務の放棄 

３）大統領の選挙の無効確認もしくは選挙後その他の理由による就任拒否 

４）両院総会における両院総会定数の３分の２以上の多数で採択された決議による、健康上の理

由による大統領の職務遂行の恒常的不能の承認 

５）国家法廷の判決による大統領の免職 

３．下院議長が大統領の義務を遂行できない場合は、上院議長がこの義務を遂行する。 

４．大統領の義務を遂行する者は、下院の任期の短縮に関する決定をすることはできない。 

第１３２条 

 大統領は、他のいかなる職務にも就いてはならず、いかなる公職に就いてもならないが、遂行

する職務と関係のあるものについてはこの限りではない。 

第１３３条 

１．大統領は、対外関係における国家の代表として次のことを行う。 

１）国際約束を批准もしくは破棄し、そのことにつき下院と上院に通報する。 

２）他の国家及び国際機関におけるポーランド共和国の全権代表を任命し、解任する。 

３）他の国家及び国際機関の全権外交使節の信任状及び解任状を受理する。 

２．大統領は、国際約束の批准の前に憲法法廷に対しその国際約束の憲法との適合性の問題につ

き審査の要請を行うことができる。 

３．大統領は、外交政策において首相及び所轄大臣と共に活動する。 

第１３４条 

１．大統領は、ポーランド共和国軍の最高司令官である。 

２．平和時において大統領は、国防大臣を介し軍を統制する。 

３．大統領は、参謀総長及び各軍の司令官を規定される任期で任命する。任期の継続期間、任期

前の解任手続及び要件は、法律で定める。 



４．戦時においては大統領は、首相の要請に基づき軍の最高司令官を任命する。大統領は、同じ

手続により軍の最高司令官を解任できる。軍の最高司令官の権限及びポーランド共和国の憲法上

の機関への服従の原則は、法律で定める。 

５．大統領は、国防大臣の要請に基づき法律で規定される軍の階級を授ける。 

６．平和時の軍に対する統制に係わる大統領の権限については、法律が規定する。 

第１３５条 

 国家の内外の安全に係わる大統領の助言機関は、国家安全保障会議である。 

第１３６条 

 国家の直接的外部からの脅威の場合、大統領は、首相の要請に基づき、ポーランド共和国の防

衛のために、総動員もしくは部分的動員及び軍の行使を命令することができる。 

第１３７条 

 大統領は、ポーランド国籍を付与し、ポーランド国籍の離脱に同意を表明する。 

第１３８条 

 大統領は、勲章及び栄典を授与する。 

第１３９条 

大統領は、恩赦を適用する。国家法廷により有罪とされた者に対しては恩赦は適用されない。 

第１４０条 

 大統領は、下院、上院もしくは両院総会で声明を布告することができる。声明は、審議の対象

にはならない。 

第１４１条 

１．特に重要な問題においては大統領は、内閣評議会を召集することができる。内閣評議会は、

大統領の議長の下に開かれる閣僚会議により組織される。 

２．内閣評議会には閣僚会議の権限は付与されない。 

第１４２条 



１．大統領は、第９２条及び９３条に規定される原則に基づき政令及び大統領令を発布する。 

２．大統領は、他の自らの権限の実現のため決定を発布することができる。 

第１４３条 

 大統領の補佐機関は、大統領府である。大統領は、大統領府組織令を制定し、大統領府長官を

任命し、また解任する。 

第１４４条 

１．大統領は、自らの憲法及び法律による権限を行使するに際し、公文書を発出する。 

２．大統領の公文書は、効力を有するために首相の署名を必要とする。首相は、公文書への署名

により下院に対し責任を負う。 

３．２項の規定は、次の事項には該当しない。 

１）下院及び上院の選挙の布告 

２）新たに選ばれた下院及び上院の最初の本会議の召集 

３）憲法に規定される場合の下院の任期の短縮 

４）法案の提出 

５）国民投票の告示 

６）法案への署名もしくは署名の拒否 

７）ポーランド共和国官報への法律及び国際約束の公布の命令 

８）下院、上院もしくは両院総会での声明の布告 

９）憲法裁判所への要請 

１０）最高監査院による検査実施の要請 

１１）首相の指名及び任命 

１２）閣僚会議の辞職の受理とその閣僚会議への暫定的な職務の遂行の委任 

１３）閣僚会議の構成員に対する国家法廷での責任を追及するための下院への要請 



１４）下院が不信任を表明した閣僚の解任 

１５）内閣会議の招集 

１６）勲章及び栄典の授与 

１７）裁判官の任命 

１８）恩赦の適用 

１９）ポーランド国籍の付与及びポーランド国籍放棄への承認 

２０）最高裁判所長官の任命 

２１）憲法法廷長官及び副長官の任命 

２２）最高行政裁判所長官の任命 

２３）最高裁判所副長官及び最高行政裁判所副長官の任命 

２４）ポーランド国立銀行総裁の下院への解任の要請 

２５）通貨政策評議会の構成員の任命 

２６）国家安全保障会議の委員の任命と解任 

２７）全国ラジオ・テレビ評議会の構成員の任命 

２８）大統領府の組織規約の発布及び共和国大統領府長官の任命と解任 

２９）９３条に規定される原則に基づく命令の発布 

３０）大統領の職務の放棄 

第１４５条 

１．大統領については、その憲法もしくは法律の違反及び侵した犯罪につき国家法廷で責任を追

及することができる。 

２．大統領に対する告訴は、両院総会の１４０人以上の議員の要請に基づき両院総会の定数の３

分の２以上の多数により採択された両院総会決議により行うことができる。 



３．国家法廷に大統領を告訴する決議が採択された日より大統領による職務の遂行は、停止され

る。第１３１条の規定は、然るべき適用される。 

  

第６章 

閣僚会議と政府行政 

第１４６条 

１．閣僚会議は、ポーランド共和国の内政及び外交政策を実施する。 

２．閣僚会議には、その他の国家機関及び地方自治体に留保されていない国家の政策に係わる問

題が所轄される。 

３．閣僚会議は、政府行政を指揮する。 

４．憲法及び法律に定められる範囲と原則に基づき、閣僚会議は、特に次のことを行う。 

１）法律の執行を確保する。 

２）政令を発布する。 

３）政府行政機関の作業を調整し、監督する。 

４）国庫の利益を保護する。 

５）国家予算案を策定する。 

６）国家予算の執行を指揮し、国家収支の決算及び予算執行報告を採択する。 

７）国内の安全と公共秩序を確保する。 

８）国家の対外的安全を確保する。 

９）外国及び国際機関との関係において全般的な監督を行う。 

１０）批准を必要とする国際約束の締結及びその他の国際約束の承認と破棄 

１１）国の防衛につき全般的な監督を行い、毎年兵役に召集される市民の人数を規定する。 

１２）閣僚会議の組織及び作業手続を規定する。 



第１４７条 

１．閣僚会議は、首相及び閣僚により構成される。 

２．閣僚会議の構成に副首相を任命することができる。 

３．首相及び副首相は、閣僚の役職も務めることができる。 

４．閣僚会議の構成に、さらに法律により規定される委員会の議長を任命することができる。 

第１４８条 

 首相は、次のことを行う。 

１）閣僚会議を代表する。 

２）閣僚会議の作業を指揮する。 

３）政令を発布する。 

４）閣僚会議の政策の実施を確保し、その実施方法を制定する。 

５）閣僚会議の構成員の業務を調整し、監督する。 

６）憲法及び法律で規定される範囲と形式において地方自治に対する監督を行う。 

７）政府行政職員の職務上の上司となる。 

第１４９条 

１．閣僚は、政府行政の規定された活動を指揮し、もしくは首相により与えられた任務を遂行す

る。政府行政の特定の部門を指揮する閣僚の活動範囲は、法律で定める。 

２．特定の部門を指揮する閣僚は、政令を発布する。閣僚会議は、首相の要請に基づき、閣僚の

政令もしくは大臣令を破棄することができる。 

３．第１４７条４項にいう委員会の議長には、政府行政の特定の部門を指揮する閣僚に関する規

定を然るべく適用する。 

第１５０条 

 閣僚会議の構成員は、その公的義務に反する活動を行ってはならない。 



第１５１条 

 首相、副首相及び閣僚は、大統領に対し次の宣誓を行う。 

「首相（副首相、閣僚）に就任するに際し、憲法及びポーランド共和国のその他の法律の諸規定

に忠実に従い、祖国の福祉と市民の繁栄が自分にとり絶えず最高の命令であることを厳粛に誓

う。」宣誓には、「神の御加護があらんことを」という文書を付け加えて行われてもよい。 

第１５２条 

１．閣僚会議の県における代表は、県地方長官である。 

２．県地方長官の任命及び解任の手続及び活動範囲は、法律で定める。 

第１５３条 

１．公務員は、政府行政官庁において国家の任務の専門的、誠実、公平かつ政治的に中立な達成

を確保するために活動する。 

２．首相は、公務員の最高の長である。 

第１５４条 

１．大統領は、首相を指名し、指名された首相は、閣僚会議の構成を提案する。大統領は、下院

の最初の本会議もしくは前閣僚会議の辞職の受理の日から１４日以内に、首相を他の閣僚会議の

構成員と共に任命し、新たなに任命された閣僚会議の構成員から宣誓を受ける。 

２．首相は、大統領による任命の日から１４日以内に下院に閣僚会議の活動計画を同閣僚会議に

対する信任の要請と共に提示する。下院は、閣僚会議に対する信任を定数の過半数の出席の下で

過半数以上の賛成により決議する。 

３．１項の規定により閣僚会議を任命できない場合、もしくは２項の手続により信任が与えられ

ない場合、下院は、１項及び２項に規定される期限の経過から１４日以内に首相及びその者によ

り提案された閣僚会議の構成員を、定数の過半数の出席の下で、過半数以上の賛成により選出す

る。大統領は、このようにして選出された政府を任命し、その構成員より宣誓を受ける。 

第１５５条 

１．第１５４条３項の手続により閣僚会議が任命されない場合は、大統領は、１４日以内に首相

及びその者の要請に基づき、閣僚会議のその他の構成員を任命し、その構成員より宣誓を受ける。

下院は、大統領による閣僚会議の任命の日から１４日以内に、定数の過半数の出席の下で賛成多

数により、その閣僚会議に対し信任を決議する。 



２．１項の手続により閣僚会議に信任が決議されない場合は、大統領は、下院の任期を短縮し、

下院の選挙を布告する。 

第１５６条 

１．閣僚会議の構成員は、憲法もしくは法律の違反及びその職に関連し犯した犯罪につき、国家

法廷で責任を負う。 

２．閣僚会議の構成員の国家法廷での責任の追及に関する決議は、下院が１１５人以上の下院議

員の要請に基づき、定数の５分の３の多数により行う。 

第１５７条 

１．閣僚会議の構成員は、下院に対し、閣僚会議の活動につき連帯して責任を負う。 

２．閣僚会議の構成員は、下院に対し、その権限に属する問題及び首相により委任された問題に

つき個別の責任も負う。 

第１５８条 

１．下院は、４６人以上の下院議員により首相候補を指名し提出された要請に基づき、下院の定

数の過半数により、閣僚会議に対し不信任を表明する。決議が下院により可決された場合、大統

領は、閣僚会議の辞職を受理し、下院により選出された新たな首相を任命し、首相の要請に基づ

き、閣僚会議のその他の構成員を任命し、宣誓を受ける。 

２．１項にいう決議の可決は、その要請の日から７日後に投票に付すことができる。二回目の要

請は、前回の要請の行われた日から３ヶ月以後に行うことができる。二回目の要請は、１１５人

以上の下院議員が要請する場合は、３ヶ月を経過する前に行うことができる。 

第１５９条 

１．下院は、閣僚に不信任を表明できる。不信任表明の要請は、６９人以上の下院議員により行

うことができる。第１５８条２項の規定は然るべく適用される。 

２．大統領は、下院が定数の多数により不信任を表明した閣僚を解任する。 

第１６０条 

 首相は、下院に対し信任の表明を要請することができる。閣僚会議に対する信任の表明は、定

数の過半数の出席の下で賛成多数により行われる。 

第１６１条 



 大統領は、首相の要請に基づき、閣僚会議の構成の変更を行う。 

第１６２条 

１．首相は、新たに選ばれた下院の最初の本会議で閣僚会議の辞職を提出する。 

２．首相は、次の場合にも閣僚会議の辞職を提出する。 

１）閣僚会議に対する下院による信任の不可決 

２）閣僚会議への不信任の表明 

３）首相の辞任 

３．大統領は、閣僚会議の辞職を受理すると共に、新たな閣僚会議の任命まで職務の遂行の継続

を委任する。 

４．大統領は、２項３）に規定される場合、閣僚会議の辞職の受理を拒否できる。 

  

第７章 

地方自治 

第１６３条 

 地方自治は、憲法及び法律により他の公権力機関に留保されていない公的任務を遂行する。 

第１６４条 

１．地方自治の基本的な単位は、グミナ（地区）である。 

２．地方自治のその他の地方単位もしくは地域及び地方の単位は、法律で定める。 

３．地区は、その他の地方自治機関に留保されていない地方自治の全ての任務を遂行する。 

第１６５条 

１．地方自治体は、法人格を有し、所有権及びその他の財産権を享受する。 

２．地方自治体の独立性は法の保護の下に置かれる。 



第１６６条 

１．自治共同体の必要を満たす公的任務は、地方自治体によりその任務として遂行される。 

２．然るべき理由に基づき国の必要性による場合、法律は、地方自治体にその他の公的任務を委

任することができる。法律は、任務の委任手続き、及び委任された任務の遂行方法を定める。 

３．地方自治機関と政府行政機関との間の権限に係わる争いについては、行政裁判所が解決する。 

第１６７条 

１．地方自治体には、その任務に応じ公的収入からの割当が確保される。 

２．地方自治体の収入は、その自己の収入と国家予算からの一般補助金と目的別補助金である。 

３．地方自治体の収入の原則は、法律で定める。 

４．地方自治体の任務と権限の範囲の変更は、公的収入の割当における適切な変更を伴い行われ

る。第１６８条 

 地方自治体は、法律で定められる範囲で地方税及び地方手数料の額を定める権利を有する。 

第１６９条 

１．地方自治体は、決定機関と執行機関を介してその任務を遂行する。 

２．決定機関の選挙は、普通、平等、直接選挙であり、秘密投票で行われる。候補者の届け出及

び選挙実施の原則及び手続並びに選挙の有効性の要件は、法律で定める。 

３．地方自治体の執行機関の選出及び解任の原則及び手続は、法律で定める。 

４．地方自治体の内部機構は、現行の法律の範囲内で、決定機関が定める。 

第１７０条 

 自治共同体の構成員は、住民投票により、直接選挙により選出された地方自治機関の解任を含

むその共同体に係わる問題を決定することができる。住民投票の実施の原則と手続は、法律で定

める。 

第１７１条 

１．地方自治の活動は、合法性の観点から監督に服す。 



２．地方自治体の活動の監督機関は、首相と県地方長官であり、財政に係わる問題については、

地方会計監査局である。 

３．下院は、地方自治の決定機関が甚だしく憲法もしくは法律に違反する場合は、首相の要請に

基づき、その機関を解散することができる。 

第１７２条 

１．地方自治体は、連合する権利を有する。 

２．地方自治体は、国際的な地域及び地方組織の団体並びに外国の地域及び地方社会組織との協

力に参加する権利を有する。 

３．地方自治体による第１項及び２項にいう権限の行使のための要件は、法律で定める。 

  

第８章 

裁判所と法廷 

第１７３条 

 裁判所と法廷は、他の統治権より分離、独立した権力である。 

第１７４条 

 裁判所と法廷は、ポーランド共和国の名において判決を下す。 

裁判所 

第１７５条 

１．ポーランド共和国における司法は、最高裁判所、普通裁判所、行政裁判所及び軍事裁判所が

行使する。 

２．非常裁判所及び即決裁判は、戦時においてのみ設置することができる。 

第１７６条 

１．裁判手続は、少なくともニ審制とする。 

２．裁判所の機構及び権限及び裁判所での訴訟手続は、法律で定める。 



第１７７条 

 普通裁判所は、法律により、他の裁判所の権限に留保されている問題を除く、全ての問題にお

ける司法を行使する。 

第１７８条 

１．裁判官は、その職務の遂行にあたり独立であり、憲法と法律にのみ拘束される。 

２．裁判官には、職務の尊厳と義務の範囲に応じた労働条件と報酬が保障される。 

３．裁判官は、政党及び労働組合に属してはならず、裁判所の独立と裁判官の独立に反する公的

活動を行ってはならない。 

第１７９条 

 裁判官は、全国裁判所評議会の要請に基づき大統領により任期の指定なく任命される。 

第１８０条 

１．裁判官は、罷免することができない。 

２．自己の意に反する裁判官の免職、職務停止、転属もしくは転職は、裁判所の判決、もしくは

法律に規定されている場合にのみ、行うことができる。 

３．裁判官は、その職務の遂行を不可能にする病気もしくは体力の喪失の場合退官させることが

できる。裁判所への手続及び撤回要請の方法は、法律で定める。 

４．法律は、年齢の上限を定め、その年齢を超えた裁判官は、退官する。 

５．裁判所の機構の変更もしくは裁判所管轄区の境界の変更の場合には、裁判官を他の裁判所に

転属もしくは完全な俸給を保障し休官させることができる。 

第１８１条 

 裁判官は、法律に規定される裁判所の事前の承諾なしに刑事責任を問われたり、自由を拘束さ

れることはない。裁判官は、犯罪の現行犯の拘束で、その拘束が適正な手続の進行の確保に不可

欠な場合を除き、拘留もしくは逮捕されることはない。拘留は直ちに所轄の裁判所の長官に通報

され、その長官は、拘留された者の即時釈放を命令できる。 

第１８２条 

 司法権の行使への市民の参加は、法律で規定する。 



第１８３条 

１．最高裁判所は、判決に関し普通裁判所及び軍事裁判所の活動を監督する。 

２．最高裁判所は、憲法及び法律に規定されるその他の活動も遂行する。 

３．最高裁判所長官は、大統領が６年の任期で、最高裁判所裁判官総会により提案された候補者

の中から、任命する。 

第１８４条 

 最高行政裁判所及びその他の行政裁判所は、法律に規定される範囲で、公共行政の活動を監督

する。この監督は、地方自治機関の決議及び政府行政地方機関の条例と法律との適合性に関する

判決にも及ぶ。 

第１８５条 

 最高行政裁判所長官は、大統領が、６年の任期で、最高行政裁判所裁判官総会により提案され

た候補者の中から、任命する。 

第１８６条 

１．全国裁判所評議会は、裁判所の自主と裁判官の独立を監視する。 

２．全国裁判所評議会は、憲法法廷に対し、裁判所の自主と裁判官の独立に係わる法規の憲法と

の適合性に係わる問題につき、要請することができる。 

第１８７条 

１．全国裁判所評議会は、次の者で構成される。 

１）最高裁判所長官、法務大臣、最高行政裁判所長官及び大統領により任命された者 

２）最高裁判所、普通裁判所、行政裁判所及び軍事裁判所の裁判官から選ばれた１５名の構成員 

３）下院により下院議員の中から選ばれた４人の構成員及び上院により上院議員の中から選ばれ

た２人の構成員 

２．全国裁判所評議会は、その構成員の中から議長と二人の副議長を選ぶ。 

３．全国裁判所評議会の構成員で、選出により選ばれた構成員の任期は、４年である。 



４．全国裁判所評議会の機構、活動範囲、事務手続及びその構成委員の選出方法は、法律で定め

る。 

憲法法廷 

第１８８条 

 憲法法廷は、次の問題につき判決する。 

１）法律と国際約束の憲法との適合性 

２）批准のために法律により事前の承認を必要とする国際約束の法律との適合性 

３）国家中央機関により発布された法規の憲法、批准された国際約束及び法律との適合性 

４）政党の目的及び活動の合憲性 

５）７９条１項にいう憲法問題の告訴 

第１８９条 

 憲法法廷は、憲法上の中央国家機関の間の権限に関する紛争を解決する。 

第１９０条 

１．憲法法廷の判決は、一般に拘束力のある効力を有し、確定的なものである。 

２．第１８８条にいう憲法法廷の判決は、ただちにその法規が公布された公報に掲載されなけれ

ばならない。その法規が公布されていない場合は、判決はポーランド共和国官庁公報「モニトー

ル・ポルスキ」に公布される。 

３．憲法法廷の判決は、公布の日より発効する。ただし、憲法法廷は、現行法規の失効の時期を

別途定めることができる。この時期は、法律の場合１８ヶ月、その他の法規の場合１２ヶ月をそ

れぞれ越えてはならない。予算法に規定されていない予算支出を伴う判決の場合、憲法法廷は、

閣僚会議の意見を聴取した後現行法規の失効の時期を定める。 

４．憲法法廷による、法規と憲法、国際約束もしくは法律との不適合性に関する判決については、

不適合と判決された法規に基づき裁判所の確定判決、行政決定もしくはその他の問題に関する裁

定が下されている場合は、その判決は、当該手続のための然るべき規則で規定される手続と原則

に基づき、訴訟手続のやり直し、決定及びその他の裁定の破棄の根拠となる。 

５．憲法法廷の判決は、多数決で下される。 



第１９１条 

１．第１８８条にいう問題については次の者が要請を行うことができる。 

１）大統領、下院議長、上院議長、首相、５０人の下院議員、３０人の上院議員、最高裁判所長

官、最高行政裁判所長官、検事総長、最高監査院長、人権擁護官 

２）第１８６条２項にいう範囲で全国裁判所評議会 

３）地方自治体の決定機関 

４）労働組合の全国本部及び雇用者組織及び職業組織の全国本部 

５）教会及び信仰団体 

６）第７９条に規定される範囲内で同条にいうもの 

２．１項３）より５）にいうものは、法規がそれら主体の活動範囲の問題に係わる場合、かかる

要請を行うことができる。 

第１９２条 

 第１８９条にいう問題の憲法法廷への要請は、大統領、下院議長、上院議長、首相、最高裁判

所長官、最高行政裁判所長官及び最高監査院長が行う。 

第１９３条 

 その回答が裁判所で係争中の問題の解決に必要な場合は、各人は、憲法法廷に対し法規と憲法、

批准された条約もしくは法律との適合性に関する法的質問を提出することができる。 

第１９４条 

１．憲法法廷は、下院により、９年の任期で優れた法律の知識を有する者の中から、個別に選ば

れた１５人の裁判官で構成される。憲法法廷への再選は禁止される。 

２．憲法法廷の長官及び副長官は、大統領が、憲法法廷裁判官総会により提案された候補者の中

から任命する。 

第１９５条 

１．憲法法廷の裁判官は、その職務の遂行に際し独立であり、憲法のみに拘束される。 

２．憲法法廷の裁判官には、職務の尊厳とその義務の範囲に応じた労働条件と報酬が保障される。 



３．憲法法廷の裁判官は、その職の期間中政党及び労働組合に属してはならず、裁判所の独立と

裁判官の独立の原則に反する公的活動を行ってはならない。 

第１９６条 

 憲法法廷の裁判官は、憲法法廷の事前の承諾なしに刑事責任を問われたり、自由を拘束される

ことはない。裁判官は、犯罪の現行犯の拘束でその拘束が適正な手続の進行の確保に不可欠な場

合を除き、拘留もしくは逮捕されることはない。拘留は直ちに憲法法廷長官に通報され、その長

官は、拘留された者の即時釈放を命令できる。 

第１９７条 

 憲法法廷の判決及び憲法法廷での訴訟手続は、法律で定める。 

国家法廷 

第１９８条 

１．大統領、首相及び閣僚会議の構成員、ポーランド国立銀行総裁、最高監査院長、全国テレビ・

ラジオ評議会委員、首相が省の指揮を委任した者及び軍最高司令官は、その地位との関係におい

て、職務遂行の際の憲法もしくは法律の違反に対し、国家法廷で憲法上の責任を負う。 

２．国家法廷での憲法責任は、１０２条に規定される範囲で下院議員及び上院議員も負う。 

３．国家法廷により判決される刑の種類は、法律が定める。 

第１９９条 

１．国家法廷は、議長、２人の議長代理及び下院により下院の任期で、下院議員及び上院議員以

外の者の中から選ばれた１６人の構成員により構成される。国家法廷の議長代理及び少なくとも

半数の国家法廷の構成員は、裁判官の職に要求される資格を有さなければならない。 

２．国家法廷の議長は、最高裁判所長官が務める。 

３．国家法廷の構成員は、国家法廷裁判官の職務を遂行するにあたり独立で憲法及び法律のみに

拘束される。 

第２００条 

 国家法廷の構成員は、国家法廷の事前の承諾なしに刑事責任を問われたり、自由を拘束される

ことはない。国家法廷の構成員は、犯罪の現行犯の拘束でその拘束が適正な手続の進行の確保に



不可欠な場合を除き、拘留もしくは逮捕されることはない。拘留は直ちに国家法廷議長に通報さ

れ、その議長は、拘留された者の即時釈放を命令できる。 

第２０１条 

 国家法廷の組織及び国家法廷での訴訟手続は、法律で定める。 

  

第９章 

国家監査及び権利擁護機関 

最高監査院 

第２０２条 

１．最高監査院は、国の最高検査機関である。 

２．最高監査院は、下院に従属する。 

３．最高監査院は、合議制により活動する。 

第２０３条 

１．最高監査院は、政府行政機関、ポーランド国立銀行、国家法人及びその他の国家組織団体の

活動を合法性、経済性、合目的性及び正確性の観点より検査する。 

２．最高監査院は、地方自治機関及びその他の自治組織体の活動を合法性、経済性、合目的性の

観点から検査する。 

３．最高監査院は、合法性及び経済性の観点からその他の組織及び経済主体を、それらが国もし

くは自治体の財産もしくは資金を利用し、かつ国のための財政義務より生ずる範囲において、検

査することができる。 

第２０４条 

１．最高監査院は、下院に次のものを提出する。 

１）国家予算及び通貨政策原則の執行の分析 

２）閣僚会議の決算報告了承に際する意見 



３）検査の結果報告、法律で規定される要請及び意見具申 

２．最高監査院は、下院にその活動に関し毎年報告を提出する。 

第２０５条 

１．最高監査院長は、下院が上院の同意を得て６年の任期で任命し、一回に限り再任することが

できる。 

２．最高監査院長は、大学の教授を除くその他の職に就いてはならず、また他の職業活動を行っ

てはならない。 

３．最高監査院長は、政党及び労働組合に属してはならず、職務の威厳に反する公的活動を行っ

てはならない。 

第２０６条 

 最高監査院長は、下院の事前の承諾なしに刑事責任を問われたり、自由を拘束されることはな

い。最高監査院長は、犯罪の現行犯の拘束でその拘束が適正な手続の進行の確保に不可欠な場合

を除き、拘留もしくは逮捕されることはない。拘留は直ちに下院議長に通報され、下院議長は、

拘留された者の即時釈放を命令できる。 

第２０７条 

 最高監査院の組織及び活動手続は、法律で定める。 

人権擁護官 

第２０８条 

１．人権擁護官は、憲法及びその他の法規で規定される自由、人権及び市民の権利を擁護する。 

２．人権擁護官の活動範囲及び方法は、法律で定める。 

第２０９条 

１．人権擁護官は、下院が上院の同意を得て、５年の任期で任命する。 

２．人権擁護官は、大学の教授を除くその他の職に就いてはならず、また他の職業活動を行って

はならない。 

３．人権擁護官は、政党及び労働組合に属してはならず、職務の威厳に反する公的活動を行って

はならない。 



第２１０条 

人権擁護官は、その活動において独立であり、その他の国家機関に従属せず、法律に規定される

原則に基づき、下院に対してのみ責任を負う。 

第２１１条 

 人権擁護官は、下院の事前の承諾なしに刑事責任を問われたり、自由を拘束されることはない。

人権擁護官は、犯罪の現行犯の拘束でその拘束が適正な手続の進行の確保に不可欠な場合を除き、

拘留もしくは逮捕されることはない。拘留は直ちに下院議長に通報され、下院議長は、拘留され

た者の即時釈放を命令できる。 

第２１２条 

 人権擁護官は、その活動及び自由、人権と市民の権利の遵守状況につき毎年下院と上院に報告

を提出する。 

全国ラジオ・テレビ評議会 

第２１３条 

１．全国ラジオ・テレビ評議会は、ラジオ及びテレビにおける言論の自由、情報への権利及び公

共の利益を擁護する。 

２．全国ラジオ・テレビ評議会は、政令を発布し、個々の問題につき決議を採択する。 

第２１４条 

１．全国ラジオ・テレビ評議会の構成員については、下院、上院及び大統領により任命される。 

２．全国ラジオ・テレビ評議会の構成員は、政党及び労働組合に属してはならず、遂行する職務

の威厳に反する公的活動を行ってはならない。 

第２１５条 

 全国ラジオ・テレビ評議会の活動原則及び手続、その組織及びその構成員の任命の詳細な原則

は、法律で定める。 

  

第１０章 

公共財政 



第２１６条 

１．公共目的の財政手段は、法律により規定された方法で蓄積され、支出される。 

２．国庫、ポーランド国立銀行もしくはその他の国家法人による、不動産、持ち株及び株券の購

入、売却及び負債行為並びに有価証券の発行は、法律に規定された原則と手続に従い行われる。 

３．独占の設立は、法律により行われる。 

４．国の公債の借入及び国による金融保証及び保険の付与は、法律に規定された原則と手続に従

い行われる。 

５．債務の借入及び金融保証及び保険の付与については、その結果、国の公的債務が年間の国内

総生産の５分の３を越えるような債務の借入及び金融保証及び保険の付与を行ってはならない。

年間の国内総生産の価値及び国の公的債務の計算方法は、法律で定める。 

第２１７条 

１．課税、その他の公的徴収、課税される主体及び対象、税率、優遇措置、税の免除に関する規

定並びに免税される主体の範疇の原則に関する規定は、法律により行われる。 

第２１８条 

 国庫の組織及び国庫の財産管理は、法律で規定する。 

第２１９条 

１．下院は、予算法の形式で予算年度の国家予算を決議する。 

２．国家予算案の作成の原則及び手続、その詳細の程度並びに予算法案が考慮しなければならな

い要請、さらに予算法の執行原則と手続については、法律で定める。 

３．例外的な場合には、１年より短い期間の国家の収入と支出は、予算暫定措置に関する法律で

定めることができる。予算法案に係わる規則は、予算暫定措置法案に然るべく適用される。 

４．予算法もしくは予算暫定措置法が予算年度の開始の日に発効しなかった場合は、閣僚会議は、

提出された法案に基づき財政を運営する。 

第２２０条 

１．閣僚会議により策定される支出の増加もしくは収入の制限は、予算法で予定される財政赤字

を上回る財政赤字に関する下院の決定を招いてはならない。 



２．予算法は、国家の中央銀行における借入により財政赤字を賄ってはならない。 

第２２１条 

 予算法、予算暫定措置法、予算法の改正、公的債務の借入に関する法律及び国家による財政保

証の付与に関する法律の法案発案権は、閣僚会議のみに属する。 

第２２２条 

 閣僚会議は、下院に対し遅くとも予算年度の開始３ヶ月前に次年度の予算法案を提出する。例

外的な場合には、法案のより遅い提出も可能である。 

第２２３条 

 上院は、上院に予算法が送付された日から２０日以内に予算法への修正を決議できる。 

第２２４条 

１．大統領は、下院議長より提出された予算法もしくは予算暫定措置法を７日以内に署名する。

予算法もしくは予算暫定措置法には、第１２２条５項の規定は適用されない。 

２．大統領が、署名前に予算法もしくは予算暫定措置法の憲法との適合性に関し憲法法廷に要請

した場合は、憲法法廷は、本件に関し憲法法廷に要請のあった日から２ヶ月以内に判決を下す。 

第２２５条 

 下院に予算法案が提出された日より４ヶ月以内にその予算が大統領に署名のために提出され

ない場合は、大統領は、１４日以内に下院の任期の短縮を命ずることができる。 

第２２６条 

１．閣僚会議は、下院に対し予算年度の終了から５ヶ月以内に国家の債務状況に関する情報と共

に予算法執行報告を提出する。 

２．下院は、提出された報告を審議し、最高監査院の意見を了知した後、下院に報告が提出され

た日より９０日以内に閣僚会議に報告承認の付与もしくは報告承認付与の拒否に関する決議を

採択する。第２２７条 

１．ポーランド国立銀行は、国家の中央銀行である。ポーランド国立銀行には、通貨発行並びに

通貨政策の策定と実施の独占権が与えられる。ポーランド国立銀行は、ポーランド通貨の価値に

対し責任を負う。 



２．ポーランド国立銀行の機関は、ポーランド国立銀行総裁、通貨政策評議会及びポーランド国

立銀行理事会である。 

３．ポーランド国立銀行総裁は、大統領の要請に基づき６年の任期で、下院により任命される。 

４．ポーランド国立銀行総裁は、政党及び労働組合に属してはならず、職務の威厳に反する公的

活動を行ってはならない。 

５．通貨政策評議会は、議長であるポーランド国立銀行総裁、及び６年の任期で大統領、下院及

び上院それぞれにより同人数づつ任命される金融の知識に優れた者により構成される。 

６．通貨政策評議会は、毎年の通貨政策の原則を策定し、閣僚会議の予算法案の提出と同時に、

下院に通報のため提出する。評議会は、予算年度の終了より５ヶ月以内に、下院に対し通貨政策

の原則の執行につき報告を提出する。 

７．ポーランド国立銀行の組織及び活動原則並びにその機関の任命及び解任の詳細な原則につい

ては、法律で定める。 

  

第１１章 

非常事態 

第２２８条 

１．特別に危険な状況においては、通常の憲法上の手段が不十分な場合、然るべき非常事態、す

なわち戒厳令、緊急事態及び大災害事態を導入することができる。 

２．非常事態は、法律に基づいてのみ導入することができ、政令により改めて公に告知しなけれ

ばならない。 

３．それぞれの非常事態時における公権力機関の活動の原則及び制限しうる人及び市民の自由と

権利の範囲は、法律で定める。 

４．法律は、非常事態中の人及び市民の自由及び権利の制限により生ずる財産の損失の補償の基

礎、範囲及び手続を定めることができる。 

５．非常事態の導入により取られた措置は、脅威の程度に相応するものでなければならず、可及

的速やかな国家の正常な機能の回復を目指さなければならない。 



６．非常事態中には、憲法、下院、上院及び地方自治機関の選挙法、大統領選挙法並びに非常事

態に関する法律を改正してはならない。 

７．非常事態中及び非常事態終了後９０日以内には、下院の任期の短縮、国民投票の実施、下院、

上院及び地方自治機関の選挙並びに大統領選挙は、行ってはならない。これらの機関の任期は、

然るべく延長される。地方自治機関の選挙は、非常事態が導入されていない場所でのみ、実施す

ることができる。 

第２２９条 

 国家への外部からの脅威、ポーランド共和国領土に対する武力攻撃の場合もしくは国際約束に

より攻撃に対する共同防衛義務が生ずる場合、大統領は、首相の要請に基づき、戒厳令を、領土

の一部もしくは全域に、導入することができる。 

第２３０条 

１．国家の憲法体制、市民の安全及び公共秩序に対する脅威の場合、大統領は、首相の要請に基

づき、９０日以内の定められた期間、緊急事態を、領土の一部もしくは全域に、導入することが

できる。 

２．緊急事態の延長は、一回限り下院の承認に基づき、６０日以内の期間で行うことができる。 

第２３１条 

 戒厳令もしくは緊急事態の導入に関する政令は、大統領が政令の署名から４８時間以内に下院

に提出する。下院は、直ちに大統領の政令を審議する。下院は、下院議員の定数の過半数の出席

の下で過半数以上の賛成により、無効にすることができる。 

第２３２条 

 大災害となりうる自然災害や技術的故障の影響を防止し、それを除去する目的で、閣僚会議は、

３０日以内の定められた期間、領土の一部もしくは全域に、大災害事態を導入することができる。

この事態の延長は、下院の了承に基づき行われる。 

第２３３条 

１．戒厳令及び緊急事態中の人及び市民の自由と権利の制限の範囲を規定する法律は、第３０条

（人間の尊厳）、第３４条及び第３６条（国籍）、第３８条（生命の保護）、第３９条、第４０

条及び第４１条４項（人道的待遇）、第４２条（刑事責任の追求）、第４５条（裁判を受ける権

利）、第４７条（個人の福祉）、第５３条（良心と宗教）、第６３条（請願）及び第４８条及び

第７２条（家族と児童）に規定される自由と権利を制限してはならない。 



２．人及び市民の自由と権利の制限は、人種、性、言語、信仰もしくは無信仰、社会的門地、出

生及び財産上の理由に基づき、行ってはならない。 

３．大災害事態中の人及び市民の自由と権利の制限を規定する法律は、第２２条（経済活動の自

由）、第４１条１項、３項及び５項（個人の自由）、第５０条（住居の不可侵）、第５２条１項

（ポーランド共和国の領土における移動の自由と滞在の自由）、第５９条３項（ストライキ権）、

第６４条（所有権）、第６５条１項（労働の自由）、第６６条１項（労働環境の安全及び衛生の

権利）及び第６６条２項（休息の権利）に規定される自由と権利を制限することができる。 

第２３４条 

１．戒厳令中に下院が本会議を開催することができない場合は、大統領は、首相の要請に基づき

第２２８条３項から５項に規定される範囲と限界において、法律の効力を有する政令を発布する

ことができる。この政令は、下院により次の本会議で承認されなければならない。 

２．１項にいう政令は、一般的拘束力のある法源の性格を有する。  

  

第１２章 

憲法の改正 

第２３５条 

１．憲法改正の法案については、下院の定数の５分の１以上の下院議員、上院及び大統領が、提

出できる。 

２．憲法改正は、下院と、次に６０日以内に上院により同じ文言で決議された法律により、行わ

れる。 

３．憲法改正に関する法案の第一読会は、下院に法案の提出された日より３０日以後に行うこと

ができる。 

４．憲法改正に関する法律については、下院は、下院議員の定数の過半数の出席の下で３分の２

の多数により、決議し、上院は、上院議員の定数の過半数の出席の下で過半数以上の賛成により、

決議する。 

５．下院による、第１章、第２章及び第１２章の各規定の改正法に関する決議は、その法案の第

一読会の後６０日以後に行われる。 



６．憲法改正に関する法律が、第１章、第２章及び第１２章の各規定に係わる場合は、１項に規

定される者は、上院による法律の決議の日から４５日以内に承認のための国民投票の実施を要請

できる。本件に関する要請については、要請する者が、下院議長に対して行う。下院議長は、要

請のあった日から６０日以内に国民投票の実施を速やかに公布する。憲法改正は、投票した者の

多数が改正に賛成した場合、承認される。 

７．４項及び６項に規定される手続の終了後、下院議長は、決議された法律を署名のために、大

統領に提出する。大統領は、提出のあった日から２１日以内に署名し、ポーランド共和国官報へ

の公布を命ずる。 

  

第１３章 

経過規定及び最終規定 

第２３６条 

１．憲法発効の日から２年の間に閣僚会議は、下院に憲法の適用に不可欠な法律の法案を提出す

る。 

２．行政裁判所での手続に係わる範囲での第１７６条１項の発効をもたらす法律は、憲法が発効

した日から５年以内に決議される。この法律が発効する時までは、最高行政裁判所判決への特別

再審に関する規則が適用される。 

第２３７条 

１．憲法発効の日から４年間は、軽犯罪の案件については地方裁判所の簡易法廷が判決を下す。

但し、逮捕の刑については、裁判所が判決を下す。 

２．簡易法廷の判決に対する取消請求は、裁判所が審理する。 

第２３８条 

１．憲法が発効する以前に選出もしくは任命された公権力機関及びその構成に入る者の憲法上の

任期は、憲法発効の日に効力のある規則に定められた期間の終了と共に終了する。 

２．憲法の発効前に効力のある規則がその任期を定めていない場合は、選出もしくは任命の日か

ら憲法で規定された期間より長い期間が経過している場合は、公権力機関及びその構成に入る者

の憲法上の任期は、憲法の発効の日より１年後に満了する。 



３．憲法の発効日の前に、効力のある規則がその任期を定めていない場合、選出もしくは任命の

日から、憲法上の公権力機関もしくはその職に就く者に対して憲法により定められた任期より短

い期間が経過している場合、従来の規則に従い職務を遂行した期間は、憲法により規定された任

期に算入する。 

第２３９条 

１．憲法発効の日から２年の間は、憲法法廷の憲法発効日の前に決議された法律の憲法との不適

合性に関する判決は、最終的なものではなく、下院の審議に服する。下院は、憲法法廷の判決を

下院議員の定数の過半数の出席の下で３分の２の多数により棄却することができる。これは、憲

法法廷に対する法律上の質問の結果下された判決には適用されない。 

２．憲法発効以前に開始された憲法法廷による一般的拘束力を有する法規の解釈に関する決定に

係わる手続は、取り下げられる。 

３．憲法発効の日より憲法法廷の法律の解釈を定める決議は、一般的拘束力を失う。裁判所の確

定判決、及び憲法法廷による一般的拘束力を有する法規の解釈に従い下された公権力機関のその

他の法的効力のある決定は、効力を維持する。 

第２４０条 

 憲法発効の日から１年間は、予算法は、国家の中央銀行よりの借入により財政赤字を賄うこと

を予め定めることができる。 

第２４１条 

１．批准の時に有効な憲法の諸規定に基づき、これまでポーランド共和国により批准され、官報

に公布された国際約束は、その国際約束の内容から、それが憲法第８９条１項にいう問題の範疇

に係わるものである場合、法律により事前に承認された国際約束と見なし、憲法第９１条の規定

を適用する。 

２．閣僚会議は、憲法発行の日より２年の間に下院に憲法と一致しない規定を含む国際約束の一

覧表を提出する。 

３．憲法発効日の前に選出された上院議員で、３０歳未満の上院議員は、選出された任期の終了

まで議員の地位を維持する。 

４．第１０３条に規定される禁止が該当する下院議員もしくは上院議員の地位とその他の職務の

兼職は、憲法発行の日より１ヶ月後に議員の地位を喪失をもたらす。但し、下院議員もしくは上

院議員がその職務を従前に辞職もしくは離職すればこの限りではない。 



５．憲法発効日の前に開始された、立法手続の対象となっている案件、もしくは憲法法廷あるい

は国家法廷で審理中の案件は、案件の開始した日に有効な憲法の規定に従い処理される。 

６．憲法発効の日より２年の間は、閣僚会議は、憲法発効日の前に決定もしくは発布された閣僚

会議のいずれの決議及び大臣もしくは他の政府行政機関のいずれの命令が、憲法第８７条１項及

び第９２条に規定される要件に従い、その法案を閣僚会議が然るべき時期に下院に提出する法律

の委任に基づき制定される政令により代替されなければならないかを定める。これと同時に閣僚

会議は、下院に憲法発効日前に制定された政府行政機関のいずれの法規が憲法第９３条にいう決

議もしくは命令になるのかを規定する法律の法案を提出する。 

７．憲法発効の日に拘束力のある条例及び地区規約は、憲法第８７条２項にいう条例となる。 

第２４２条 

次のものは失効する。 

１）１９９２年１０月１７日のポーランド共和国の立法権と執行権の相互の関係及び地方自治に

関する憲法法規（官報８４号４２６番、１９９５年３８号１８４番、１５０号７２９番及び１９

９６年１０６号４８８番 ） 

２）１９９２年４月２３日のポーランド共和国憲法の起草と決議の手続に関する憲法法規（官報

６７号３３６番、１９９４年６１号２５１番） 

第２４３条 

ポーランド共和国憲法は、公布の日から３ヶ月後に発効する。 

 


